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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
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【年通号数】公開・登録公報2016-060
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【手続補正書】
【提出日】平成29年6月23日(2017.6.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対話型デジタル広告を提供する方法において、
　ａ）デバイス上で、ビジュアルデジタル広告をユーザに表示するステップと、
　ｂ）前記デバイス上で、前記ビジュアルデジタル広告に関連する命令への複数の見込ま
れる応答を前記ユーザに表示するステップと、
　ｃ）前記デバイスを介して、前記見込まれる応答のうちの１つの選択を前記ユーザから
受信するステップと、
　ｄ）前記選択された応答が複数の正確な応答のうちの１つであるとき、コンテンツへの
アクセスを前記ユーザに提供するステップと
　を含み、
　見込まれる応答のうちの少なくとも１つは不正確であることを特徴とする方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法において、前記デバイス上で、前記ビジュアルデジタル広告に関
連する前記命令を前記ユーザに表示するステップをさらに含むことを特徴とする方法。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の方法において、前記ビジュアルデジタル広告、前記命令、お
よび前記複数の見込まれる応答は同時に表示されることを特徴とする方法。
【請求項４】
　請求項１乃至３の何れか一項に記載の方法において、前記コンテンツへのアクセスが提
供されるとき、第２のビジュアルデジタル広告を表示するステップをさらに含むことを特
徴とする方法。
【請求項５】
　請求項４に記載の方法において、前記第２のビジュアルデジタル広告は、前記ビジュア
ルデジタル広告の前記表示を置き換えることを特徴とする方法。
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【請求項６】
　請求項４に記載の方法において、前記第２のビジュアルデジタル広告は、前記コンテン
ツの終わりに表示されることを特徴とする方法。
【請求項７】
　請求項１乃至６の何れか一項に記載の方法において、前記ビジュアルデジタル広告、命
令、見込まれる応答および／または前記コンテンツは、ウェブページ内で表示されること
を特徴とする方法。
【請求項８】
　請求項７に記載の方法において、前記ビジュアルデジタル広告、命令、見込まれる応答
および前記コンテンツは、同一のウェブページ内で表示されることを特徴とする方法。
【請求項９】
　請求項１乃至８の何れか一項に記載の方法において、前記ビジュアルデジタル広告は、
１つ以上の画像、映像および／またはアニメを備えることを特徴とする方法。
【請求項１０】
　請求項１乃至９の何れか一項に記載の方法において、前記複数の見込まれる応答は、ボ
タンとして表示されることを特徴とする方法。
【請求項１１】
　請求項１乃至９の何れか一項に記載の方法において、前記複数の見込まれる応答は、ド
ロップダウンボックス内で表示されることを特徴とする方法。
【請求項１２】
　請求項１乃至９の何れか一項に記載の方法において、前記複数の見込まれる応答は、一
連のラジオボタンとして表示されることを特徴とする方法。
【請求項１３】
　請求項１乃至１２の何れか一項に記載の方法において、前記コンテンツへのアクセスは
、前記コンテンツを前記ユーザに表示することによって前記ユーザに提供されることを特
徴とする方法。
【請求項１４】
　請求項１乃至１３の何れか一項に記載の方法において、前記ビジュアルデジタル広告の
表示の前に、前記コンテンツは、少なくとも部分的に隠される前の期間の間に前記デバイ
ス上で前記ユーザに最初に表示され、および前記コンテンツの全体は、前記選択された応
答が前記複数の正確な応答のうちの１つであるときに表示されることを特徴とする方法。
【請求項１５】
　請求項１乃至１４の何れか一項に記載の方法において、前記コンテンツは、映像、テキ
スト、画像、およびアプリケーションのうちの１つ以上を備えることを特徴とする方法。
【請求項１６】
　請求項１乃至１５の何れか一項に記載の方法において、前記ビジュアルデジタル広告の
表示の前に、前記コンテンツの一部は、前記デバイス上で前記ユーザに最初に表示され、
および前記コンテンツの残りは、前記選択された応答が前記複数の正確な応答のうちの１
つであるときに表示されることを特徴とする方法。
【請求項１７】
　プロセッサと、
　ディスプレイと、
　入力部と、
　メモリと
　を含むシステムにおいて、
　前記システムは、請求項１乃至１６の何れか一項に記載の前記方法を実行するように構
成されていることを特徴とするシステム。
【請求項１８】
　請求項１７に記載のシステムにおいて、通信ネットワーク、および前記ビジュアルデジ
タル広告および回答をデバイスに送信するように構成されたサーバをさらに含むことを特
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徴とするシステム。
【請求項１９】
　請求項１８に記載のシステムにおいて、前記サーバは、前記コンテンツを前記デバイス
に送信するようにさらに構成されていることを特徴とするシステム。
【請求項２０】
　対話型デジタル広告を提供する方法において、
　ａ）デバイス上で、ビジュアルデジタル広告をユーザに表示するステップと、
　ｂ）前記デバイス上で、前記ビジュアルデジタル広告に関連する命令への複数の見込ま
れる応答を前記ユーザに表示するステップと、
　ｃ）前記デバイスを介して、前記見込まれる応答のうちの１つの選択を前記ユーザから
受信するステップと、
　ｄ）前記選択された応答が正確な応答であるとき、コンテンツへのアクセスを前記ユー
ザに提供するステップと
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項２１】
　請求項２０に記載の方法において、前記選択された応答が不正確であるとき、正確な応
答が選択されるまで、前記デバイスを介して前記見込まれる応答のうちのもう１つの選択
を前記ユーザから受信し、および前記コンテンツへのアクセスを前記ユーザに提供するス
テップをさらに含むことを特徴とする方法。
【請求項２２】
　請求項２０または２１に記載の方法において、前記選択された応答が不正確であるとき
、正確な応答に対するヒントを表示するステップをさらに含むことを特徴とする方法。
【請求項２３】
　請求項２０乃至２２の何れか一項に記載の方法において、少なくとも１つの回答は、明
白に正確であり、および残りの回答は、明白に不正確であることを特徴とする方法。
【請求項２４】
　請求項２０乃至２３の何れか一項に記載の方法において、前記少なくとも１つの正確な
応答の組み合わせた前記命令は、前記ビジュアルデジタル広告内でメッセージを補強する
ことを特徴とする方法。
【請求項２５】
　プロセッサと、
　ディスプレイと、
　入力部と、
　メモリと
　を含むシステムにおいて、
　前記システムは、請求項２０乃至２４の何れか一項に記載の前記方法を実行するように
構成されていることを特徴とするシステム。
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